
喀痰吸引の研修について 
 

提供する医療的ケアの種類やその対象者によって、研修に区別があります。 

 

○第一号研修とは 

事業所等の利用者のうち、不特定多数の人  に第二号研修の医療的ケアに加えて 

経鼻経管栄養気管カニューレ内部の喀痰吸引を行うために受講する研修 

  

○第二号研修とは 

事業所等の利用者のうち、 不特定多数の人 に口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰 

吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養を行うために受講する研修 

 

※上記の各研修について 

施設入所、短期入所、生活介護、児童通所事業が対象。 

研修が連続２週間程の日数であることや、受講料等(計２万円以上)の経費や後の実

地研修が必要。また但馬での開催は少なく、遠方であれば、受講者の宿泊費が更に

必要となる。 

 

 

○第三号研修とは 

事業所の利用者のうち、特定の人  に口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう 

又は腸ろうによる経管栄養経鼻経管栄養気管カニューレ内部の喀痰吸引のうち対象 

者に必要なケアを限定して行うために受講する研修 

 

※居宅介護、重度訪問介護の事業所が対象。 

  研修には連続３日程度の日数や受講料等(6000円以上)の経費や後の実地研修が 

必要。また但馬での開催は少なく、遠方であれば、受講者の宿泊費が更に必要とな

る。 

  



介護職員等によるたん吸引等の実施のための研修 

「特定の者対象」基本研修（第三号研修）から 

事業実施までのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県看護協会から用紙が送付される。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実地研修申請書を兵庫県看護協会

に提出（コピーを手元に置いてお

くこと） 

基本研修の受講 

被害賠償保険料+実地研修費振込 

① 利用者へ実地研修の説明を行い 

同意書を記載してもらう。 

②かかりつけ医に説明を行う指示

書により指示を得る。 

筆記試験合格者 

講義・演習・筆記試験 ２日間の研修 

【対象者の追加・行為の追加の場合】 

兵庫県のホームページより 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tankyuin_ninteinaiyo_tsuika

henko.html 

①認定特定行為業務従事者認定に係る実地研修受講申出書 

②特定行為業務従事者認定証の写し 

①及び②を兵庫県介護保険課もしくは障害福祉課へ提出 

  

同意書・指示書の書式 

介護職員等によるたんの吸引等の実

施のための研修事業特定の者対象実

地研修（追加）資料について 

web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/

gizushi.doc 

 

実地研修申請書等は看護協会指定の用紙 

※県提出の申請用紙とは異なる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県看護協会から用紙が送付される。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊岡市障害者自立支援協議会 せいかつ部会 

喀痰吸引について検討するプロジェクトチーム 

  

必要書類を指導者に渡し、実地研修を行う 

必要書類①医師の指示書 

    ②同意書 

    ③実施研修申請書のコピー 

    ④名札 

連携する訪問看護事業所・医療機関

に実地研修の実施指導を依頼 

利用者が普段利用している訪問看護

事業所や医療機関に特定の対象者指

導者講習会受講者がいるかも確認

し、いない場合には他機関に協力を

依頼する。 

兵庫県のホームページより

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tankyuin_ninte

itoroku.html 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 

附則第４条第３項各号に該当しない旨の誓約書 

住民票 

修了証書の写し 

実地研修終了時に渡された資料を兵庫県看護協会に送付 

渡される資料①実地研修実施票 

②評価票 

③ヒヤリハット・アクシデント報告書（記載時） 

修了証書受領 

兵庫県に特定行為業務従事者

認定証交付申請を行う 

【対象者の追加・行為の追加の場合】 

研修実施票 

評価票 

兵庫県のホームページより 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tank

yuin_ninteinaiyo_tsuikahenko.html 

兵庫県介護保険課もしくは障害福祉課

へ提出 

①～③は看護協会

の様式を使用 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tankyuin_ninteitoroku.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tankyuin_ninteitoroku.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tankyuin_ninteinaiyo_tsuikahenko.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/tankyuin_ninteinaiyo_tsuikahenko.html


  

 

 

平成 28年  月  日 

  介護支援専門員・相談支援専門員の皆様へ 

                           豊岡市障害者自立支援協議会 

 

 平成 28年度 豊岡市障害者自立支援協議会 せいかつ部会 アンケート 

 

皆さまには、豊岡市の介護・福祉などの事業推進にご協力・ご支援いただき、ありがと

うございます。 

この度は、豊岡市障害者自立支援協議会において、介護従事者による「喀痰吸引等制度」

についてプロジェクトを立ち上げ、より充実したものにしていくため、皆さまにアンケー

トのご協力をお願い致します。 

 

１．所属する事業所の所在についてお尋ねします 

  ① 豊岡  ② 城崎（港を含む）  ③ 竹野  ④ 日高  ⑤ 出石 

 ⑥ 但東  ⑦ その他（       ） 

 

２．喀痰吸引・経管栄養を要する利用者を担当している或いは、過去にしたことがある 

 ① ある  ② ない 

  

３．（２．①）を選択した人にお尋ねします 

 1）喀痰吸引・経管栄養の行為について、家族はプランに位置づけできる。 

  ① 十分できる  ② 不十分さはある  ③ できない 

  

2）プラン作成にあたり、家族、看護師以外に、喀痰吸引・経管栄養の行為を位置づけま

したか 

 ① ある  ② 位置づけしていない 

 

★ 2）の質問について更にお尋ねします 

 ①を選択した人にお尋ねしますが、誰（どのような提供者）を位置づけましたか 

   （                                ） 

 ②を選択した人にお尋ねしますが、「ない」と思われた理由を具体的にお願いします 

   （                                ）     

 

４．「喀痰吸引等制度」をご存知ですか 

  ① よく知っている  ② 何となく知っている  ③ 初めて聞いた 

                   1 



 

 

 

５．介助職員等による喀痰吸引等についてお尋ねします 

 1）今後、喀痰吸引等介助が必要な利用者があれば、プランに介助職員等による吸引を位

置づけますか 

  ① 位置づけを考えている  ② 位置づけを考えていない 

 

★ 1）の質問で ②「位置づけを考えていない」を選択された人にお尋ねします 

    該当する内容１つに○をつけて下さい 

                              

  ① 介助職員等が医療行為をすることに不安がある 

  ② サービス事業所に「喀痰吸引等制度」の受け入れ体制がない 

  ③ 家族に受け入れができていない（家族が抱えているため） 

  ④ 主治医に理解してもらえていない 

  ⑤ 「喀痰吸引等制度」に対する情報がない 

  ⑥ 「喀痰吸引等制度」を利用しているサービス事業所の情報がない 

⑦ 「喀痰吸引等制度」を利用しているサービス事業所を知らない 

  ⑧ 「喀痰吸引等制度」について認識がなかった（考えていなかった） 

  ⑨ 医療関係者が行う認識が強く、位置づけについて考えられない 

  ⑩ その他（                       ） 

    

 ６．豊岡市の「喀痰吸引等制度」現状を知りたいと思いますか 

  ① 知りたい  ② 特にどちらでもない  ③ 知りたくない 

 

 ７．豊岡市の「喀痰吸引等制度」について現状把握、情報共有の機会があれば参加を希望

しますか  

    ① 参加を希望する  ② 参加を希望しない 

 

 ８．その他、「喀痰吸引等制度」について思う事何でもお書き下さい 

 

 

 

 

 

 

                   2 

 


